様式２　研修認定の申請の要件及び添付書類の確認チェックリスト

【研修実施機関の認定基準】
こども家庭ソーシャルワーカー認定資格の指定研修等の実施にあたり、以下のとおり、こども家庭庁告示第14号より児童福祉法施行規則第５条の２の１２第２項第７号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準を満たしていることを申請します。

[bookmark: _Hlk162441072]□　研修の受講要件が、実施要項「3.受講対象者」に合致している
□　研修実施期間は、1年度以内に設定されている
□　実施する研修が、実施要項「2.認定する研修」および「別表1」～「別表3」で掲げる科目と時間数をみたしている
□　実施する研修の講師は、実施要項「4.認定基準」の(2)-⑥講師要件および「別表4」で掲げる講師要件を満たしている
□　講習の実施場所が確保されている
□　見学実習の実施にあたり、実施要項「4.認定基準」の(2)-②-(エ)で掲げる指定施設を利用できる
□　実施要項「4.認定基準」の(2)-⑥講師要件および「別表4」で掲げる講師要件を満たしている講師について、各科目を教授するのに必要な数の講師を確保しており、実施要項「4.認定基準」の(2)-⑦講師の配置基準に沿って配置されている
□　事務職員を有している
□　講習実施関係情報の管理及び維持経営の方法が確実である
□　講習を受講し、またはしようとする者に対し、講習の内容、講師その他の事項に関する情報を開示しており、その開示した情報が、虚偽また大なものではない
□　講習の一部を委託する場合は、その委託を受けた者が、その講習について規則第5条の2の8に規定するこども家庭ソーシャルワーカーとなるのに必要な技能等を修得させるために必要な資力、社会的信用及び業務遂行能力を有する者である

【研修カリキュラム及び実施方法】
□　実施する研修の実施方法は、実施要項「4.認定基準」の(2)-②各号で掲げる事項を、効果的かつ確実に 実施できる
□　実施する研修が、「指定研修（別表5）」「追加研修（別表6）」「ソーシャルワークに関する研修（別表7）」で示されている各科目の到達目標及び想定される研修内容の例示を踏まえた構成となっている。また、研修時間は、規定時間以上の時間が確保されている。
□　演習においては、具体的な内容を含む事例等（集団に対する事例含む。）を活用し、複合的な課題への支援を遂行できる総合的かつ実践的な能力の修得に向けた指導等を行うプログラムとなっている。 
また、演習は、講義科目で学習した価値・知識・技術を統合して実践的な内容として展開することに留意しつつ、こども家庭福祉の支援において求められる実践的な能力を修得するため、個別指導並びに集団指導を用いて具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレーイング、グループワーク、事例検討等）を中心とする演習形態により行うプログラムとなっている
□　演習は、参集・対面による実施を基本としている。ただし、インターネットを活用したオンライン・ライブで演習を実施する場合は、研修実施機関の責任の下、講師が受講者の参加状況を把握でき、講師と受講者ならびに受講者間の双方向性による演習展開を適切に実施できるなど、参集・対面で行う演習と同等の質を担保する工夫がなされている
□　（追加研修・SW研修のみ）
　　　見学実習科目は、参集・対面を基本としている。ただし、「事前学習」と「事後学習」について、インターネットを活用したオンライン・ライブで実施する場合は、研修実施機関の責任の下、講師が受講者の参加状況を把握でき、講師と受講者ならびに受講者間の双方向性による演習展開を適切に実施できるなど、参集・対面と同等の質を担保できる工夫がなされている
□　インターネット等を活用して研修を実施する場合、セキュリティ対策等のインターネット等を活用した研修の実施体制を確保することに留意し、また科目ごとに添削指導を行う、授業の理解度を確認する等、受講者の理解度や受講の姿勢を測ることができる
□　研修の実施にあたっては、各研修の到達目標及び想定される研修内容の例示にある内容を十分に教授できる教材を使用する

[bookmark: _Hlk162634989]□【複数の研修実施機関が提供する科目により構成される、１つの研修パッケージで行う場合】
研修に含まれる科目等で切り分けることなく、「指定研修」「ソーシャルワーク研修」「追加研修」の研修ごとに１つの研修パッケージとしている
□【複数の研修実施機関が提供する科目により構成される、１つの研修パッケージで行う場合】
研修パッケージは、複数の団体（学校、機関など）が連合する連合体で実施する。
□【複数の研修実施機関が提供する科目により構成される、１つの研修パッケージで行う場合】
連合する団体のうち１つの団体が代表して申請している

【認定申請に伴う添付書類】
□　定款
□　登記事項証明書
□　財務諸表（貸借対照表、貸借対照表内訳表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、付属明細書、財産目録、監査報告書など一式）
□　研修実施年度における事業計画書
□　研修実施年度における収支予算書
□　実施する研修の実施要項（案で可）
□【複数の研修実施機関が提供する科目により構成される、１つの研修パッケージで行う場合】
指定研修等を連合して行うことが確認できる協定書等（案で可）


※その他、提出された申請内容の確認のため、上記以外の資料をご提出いただく場合があります。
　その場合は、センターより個別にご連絡を差し上げます。
